
 

1 
 

諮問番号：令和元年度諮問第１０号 

答申番号：令和２年度答申第１号 

 

答申書 

 

第１ 審査会の結論 

   本件審査請求は、棄却されるべきである。 

 

第２ 審査請求に至る経緯 

 １ 審査請求に係る処分 

 処分庁は審査請求人に対し、令和元年７月２日付け平成３１年

度市民税・県民税普通徴収税額の変更通知書により、地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）、兵庫県税条例（昭和３５年兵庫県条例

第６３号）、三木市税条例（昭和３０年三木市条例第７号。以下「本

条例」という。）及び三木市税条例施行規則（昭和５３年三木市規

則第７号）の規定に基づき審査請求人の平成３１年度市民税・県

民税普通徴収税額を２１１，８００円から１９１，１００円に変

更する処分（以下「本件処分」という。）を行った旨通知した。 

 

２ 審査請求 

審査請求人は、令和元年７月３０日、処分庁に対し、本件処分の

うち税額に関する部分の取消しを求める審査請求（以下「本件審

査請求」という。）を行った。 

 

第３ 審理関係人の主張の要旨 

１ 審査請求人の主張 

   突然、会社を解雇され、給料が入ってこなくなっている為生活

が苦しいので、もう少し税額を安くしてほしい。 

 

 ２ 処分庁の主張 
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本件処分は、地方税法、兵庫県税条例、本条例及び三木市税条例

施行規則に基づいて適正に行われており、本件処分に違法、不当

な点は存しないから、本件審査請求は棄却されるべきである。 

 

第４ 審理員意見書の要旨 

 １ 審理員意見書の結論 

本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法（平成２６年

法律第６８号）第４５条第２項の規定により、棄却されるべきで

ある。 

 

 ２ 審理員意見書の理由 

⑴ 本件処分の前提となる総所得及び市県民税額について争いは

ない。 

⑵ 審査請求人は解雇により、雇用保険法（昭和４９年法律第１

１６号）に規定する失業等給付を受給しており、個人市民税の

減免対象者に該当する（三木市税条例第４８条第１項第２号、

三木市税条例施行規則第６条第１項第１号）。 

  また、個人県民税についても同じく減免される（地方税法第

４５条）。 

  三木市税条例施行規則第６条第２項によると、審査請求人の

総所得額（平成３１年度の合計所得金額）が２，５５７，６００

円であることから減免率１０分の１が適用されることになり、

本件処分はこれに基づいて算出されたものであるから適正であ

ると認められる。 

⑶ 以上から、審査請求人の主張に基づき本件処分を取り消すべ

きであるとはいえず、他に本件処分に違法又は不当な点は認め

られない。 

 

第５ 審査庁の意見 

   原処分の維持が適当と考えるため、本件審査請求は棄却される
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べきである。 

 

第６ 調査審議の経過 

   当審査会は、本件審査請求について、次のとおり調査審議を行

った。  

   令和２年２月５日 諮問 

   令和２年８月５日 調査審議 

    令和２年８月３１日 調査審議 

 

第７ 審査会の判断の理由 

   当審査会は、審査請求人及び処分庁の主張を検討した結果、以

下のように判断する。 

⑴ 審査請求人に対する「平成３１年度市民税・県民税普通徴収

税額の変更通知書」による減免を理由とした税額変更処分につ

いては、当審査会における検証を通じても、地方税法第４５条、

本条例第４８条第１項第２号及び三木市税条例施行規則第６条

第１項第１号の規定に基づき適正に算定されたものと認められ、

他に本件処分に違法又は不当な点は認められなかった。 

⑵ 審査請求書において審査請求人が述べているのは、突然の解

雇により給料が入ってこなくなり生活が苦しいので、三木市税

条例施行規則を改正して減免率を更に引き上げるなどして、も

う少し税額を安くしてもらいたいという市の政策に対する要望

と理解できる（なお、審査請求人からは、審査請求書以外にその

主張を明らかにする反論書、主張書面等は提出されていない。）。 

しかしながら、行政不服審査法における審査は個々の行政処

分の違法性及び不当性を審査するものであり、市の政策に対す

る要望はそもそも審査の対象外である。 

⑶ よって、本件審査請求には理由がないものと認められるので、

「第１ 審査会の結論」記載のとおり判断する。 
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令和２年８月３１日 

 

三木市行政不服審査会 

会長 東  泰弘 

委員 籔内 正樹 

委員 岡田 順子 


